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佐世保市新型インフルエンザ等対策行動計画の概要

市行動計画は、新型インフルエンザ等対策の実施に関する措置等を示すとともに、発生した新型インフルエンザ

等の特性を踏まえ、様々な状況で対応できるよう対策の選択肢を示すもの。

記載項目 現計画 改定後

対象となる疾患 新型インフルエンザ等感染症
新感染症
（新型インフルがメイン）

新型インフルエンザ等感染症 指定感染症 新感染症
（新型コロナ、新型インフル以外の呼吸器感染症も念頭）

発生段階の区分 未発生期 海外発生期 国内発生期
国内感染期 小康期

準備期 初動期 対応期
（さらに対応期を４つの時期に区分）
※13の対策項目の概要のとおり

対策項目 ７項目
①実施体制 ②サーベイランス
③情報提供・共有
④予防・まん延防止 ④-2予防接種
⑤医療 ⑥市民生活及び市民経済

１３項目に拡充（太字が新規・拡充項目）
①実施体制 ②情報収集・分析 ③サーベイランス
④情報提供・共有、リスクコミュニケーション ⑤水際対策
⑥まん延防止 ⑦ワクチン ⑧医療 ⑨治療薬・治療法
⑩検査 ⑪保健 ⑫物資 ⑬市民生活及び市民経済

その他 準備期の取組を充実（実践的な訓練の実施）
複数の感染拡大への対応、対策の機動的な切替

・市行動計画の改定のポイント

・佐世保市新型インフルエンザ等対策行動計画とは

新型コロナ感染症対応を踏まえ、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が一部改正されたことを受け、政府行動計画、

長崎県行動計画が抜本的に改正されたため、市行動計画についても両計画と整合性を取るため抜本的な改正が必要。

・市行動計画の改定の必要性



①実施体制

●国、県、市、国立健康危機管理研究機構、研究機関、医療機関等の多様な主体は相互に連携を図る
●関係機関との連携を維持し、人材の育成や実践的な訓練等にて対応能力を高め、発生時の的確な政策判断・実行につなげる

②情報の収集・分析

●感染拡大防止を目的とし、市民生活及び市民経済との両立を見据えた政策上の意思決定のため、情報収集・分析及びリスク評価を行う
●感染症、医療の状況、市民生活、市民経済等に関する情報収集・分析によりリスク評価を踏まえた判断につなげる

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

実践的な訓練の実施

国、県等との連携強化

保健所の体制強化
実施体制の構築

国の財政支援の有効活用や
地方債発行の検討、準備

緊急事態宣言に合わせた対策本部設置 宣言解除に合わせ
た対策本部廃止

国の財政支援の有効活用や地方債発行による財
源確保、対策の実施

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

情報収集・分析等の
実施体制確認

訓練及び人員確保

情報収集・分析に基づく
リスク評価

リスク評価に基づく感染症対策の判断および実施

情報収集・分析から得られた情報や対策の共有

13の対策項目の概要



③サーベイランス

●新型インフルエンザ等の早期探知、発生動向の把握及びリスク評価を迅速かつ適切に行う
●有事の感染症サーベイランスの実施及びリスク評価を実施し、感染症対策の強化又は緩和の判断をする

④情報提供・共有、リスクコミュニケーション

●表現の自由に十分配慮し、科学的根拠等に基づいた正確な情報の提供・共有を通じて、市民等が適切に判断・行動できるようにする
●市民等の感染症に対する意識の把握、感染症危機に対する理解を深め、リスクコミュニケーションのあり方を整理し取組を進める

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

有事の感染症サーベイラン
ス開始

平時の感染症サーベイ
ランス

発生届出等ＤＸ推進 情報を踏まえた感染症対策
実施、情報の提供・共有

流行状況に応じた感染症サーベイランスの実施
情報の提供・共有及び感染症対策の柔軟な切替

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

感染症に関する情報提
供・共有体制の整備

偏見・差別・偽・誤情
報等に対する啓発

迅速かつ一体的な情報提
供・共有及びコールセン
ター等の設置

偏見・差別・偽・誤情報等に対する対応

迅速かつ一体的な対応時期に応じた情報提供・共有

コールセンター等体制強化
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⑤水際対策

●国において迅速に検疫措置の強化や入国制限等の水際対策を実施し、国内への病原体の侵入をできる限り遅らせる
●国や検疫所と連携した取り組みを行う

⑥まん延防止

●必要に応じたまん延防止対策を講じ、感染拡大のスピードやピークを抑制し、医療提供体制を可能な範囲に収めることにつなげる
●感染拡大の恐れがある場合は、まん延防止等重点措置や緊急事態措置に従い、状況の変化に応じ、対策の縮小や中止等の見直しを行う

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

検疫措置の強化、国、県と連携した対応、クルーズ客船等
観光客への対応

検疫所との訓練等、
連携の強化

クルーズ船等観光客
対応への備え

対策の変更・緩
和・中止への対応
及び情報提供

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

まん延防止対策の準備 時期に応じた患者、濃厚接触者、住民、事業者、
学校等への対応

まん延防止対策への
理解促進

次の感染症に備
えた対策の改善
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⑦ワクチン

●ワクチンの接種により、個人の感染や発症、重症化を防ぐことで、市民の健康を守る
●医療機関、事業者等とともに、接種の体制や実施方法について準備し、接種時は国の計画や新たな知見を踏まえ柔軟な運用を行う

⑧医療

●感染症及び通常医療の双方のひっ迫を防ぎ、医療提供を継続するため、県は平時から、有事に感染症医療を提供できる体制を整備する
●感染症危機発生時に、通常医療との両立を念頭に、感染症医療の提供体制の確保や変化する状況に対応し、市民の生命及び健康を守る

接種体制の構築

ワクチンの啓発

接種に必要な医療従事者等
の確保

接種に関する情報の提供・共有、
住民接種の実施、接種記録の管理

予防接種健康被害救済制度について市民への情報提供及び
相談対応

特定接種
の実施

住民接種
の準備

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

相談センターの整備

感染症指定医療機関の受入
体制確保

市民へ受診方法
変更の周知

協定による医療提供体制
の確保、養所体制の強化

有事に備えた訓練や
研修の実施

相談センターの強化

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行
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⑨治療薬・治療法

●県は国と連携し医療機関や薬局へ円滑に流通させる体制を整理し、速やかに体制が構築できるよう必要な準備・訓練等を行う
●市は国、県へ必要に応じて協力する

⑩検査

●患者の早期発見によるまん延防止、患者を診断し早期に治療につなげること及び、流行の実態を把握する
●検査機器、人材等の確保などの準備を行い、検査体制を整備する。また状況の変化に応じ、検査実施の方針の変更や体制見直しを行う

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

大学等の研究機関の
支援

医療機関へ治療薬・治療法
の情報提供・共有

抗インフルエンザウイルス
薬の使用（予防投与指導）

医療機関、市民等へ治療薬・治療法の情報提供・
共有

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

検査体制の立上げ、精度管理

検査実施方針の情報提供・共有

検査体制の整備

訓練等による検査体
制の維持、強化

検査体制の拡充
臨床研究実施への協力

13の対策項目の概要



⑪保健

●地域の感染状況や医療提供体制の状況等に応じた対策を実施し、地域の理解や協力を得る
●患者の発生動向の把握や、県に対する情報提供・共有、ICTの活用等を通じた業務効率化等を行い、地域における対策を推進する

⑫物資

●感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の円滑な実施が滞り市民の生命及び健康への影響が生じることを防ぐ
●備蓄等の推進や円滑な供給に向けた対策等を講じ、個人防護具が不足する場合は、国に医療機関等への配布を要請する

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

人材の確保、受援体
制の整備

保健所の体制整備

研修・訓練等による
人材育成

有事体制への移行準備 相談対応、検査、サーベイランス、積極的疫学
調査、入院勧告・措置、健康観察等の実施

相談センター等を整備し、
市民への情報提供・共有

通常体制への移行

流行状況や業務負荷に応じた体制
の見直し

有事体制
への移行

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

感染症対策物資等の備蓄状
況等の確認

感染症対策物資等の
備蓄

備蓄物資等の供給及び関係機関との相互協力

13の対策項目の概要



⑬市民生活及び市民経済の安定の確保

●市民の生命及び健康への被害、市民生活及び社会経済活動への影響等に備え、事業者や市民等に必要な準備を行うことを勧奨する
●市民生活及び社会経済活動の安定の確保に必要な対策や支援を行い、事業者や市民等は、自ら事業継続や感染防止に努める

準備期 初動期
対応期

封じ込めを
念頭に対応

病原体の性状等
に応じて対応

ワクチンや治療薬等によ
る対応力が高まる時期

特措法によらない基本
的な感染症対策に移行

支援の実施に係る仕
組みの整備

情報共有体制の整備

生活関連物資の安定供給に関
する呼びかけ

生活、事業者、教育等の支援

遺体安置施設の確保準備

事業継続に向けた準備の要請

生活関連物資の安定供給に関する対応

埋葬、火葬の特例に基づく対応

13の対策項目の概要
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